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原稿・情報をお寄せください

□お店探訪
　ユニークな経営、集客、地域活動などを行っている生衛業関係のお店をお知らせください。自薦・他薦を問いません。

□センターにゅうす
　都道府県の各生活衛生営業指導センターで計画中、あるいは実施した特色ある企画や活動など。

□特相員だより
　生衛業の開店・融資・経営などの相談にまつわる成功・失敗談やエピソードなど。

□その他、ご意見や提言

□投稿方法
　郵送、Fax、E-mail で。郵便番号、住所、氏名（匿名希望の場合はその旨を）、電話番号などの連絡先を明記してください。

□送り先
　〒 111-0051 東京都台東区蔵前 3-15-1 エスピービル　菅原印刷株式会社 生衛ジャーナル制作部

　Tel : 03-5687-2211（代）　　Fax : 03-5687-2310　　E-mail : journal@sugawara-p.co.jp
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　「みやぎ食材伝道士」ってなに？　新しい宗
教？　いえいえ、違います。
　「みやぎ食材伝道士」は、宮城の多彩な食材
の良き理解者となり、「みやぎの食材への想い

（生産者のこだわりなど）」を料理に込めてお
客様へお届けする料理人のことです。
　宮城県は、豊かな自然に囲まれ、海・山・
大地が育む多彩で豊富な食材に恵まれて
います。現在、県では全国の皆さんから

「食」といえば「みやぎ」と連想していた
だけるよう「食材王国みやぎ」の確立を目
指しています。
　当事務所でも、地域食材のすばらしさを
地元の料理人に知ってもらいたいと食材
情報紙の配布などを通じてPRに努めてき
ました。
　平成19年、地域食材への理解をより深め
てもらうため、事務所内に食材PRプロジェ
クトチームを立ち上げて、単なる生産現場
の見学や収穫体験にとどまらない、より深
い生産者との交流を目標に「みやぎ食材伝
道士」事業をスタートさせました。
　この事業は、料理人の皆さんが農林水産
業の生産者の指導の下で、種まきから収穫
までの一連の作業を生産者と共に汗を流
し、実際に体験していくものです。
　プロジェクトチームでは食材伝道士に一つ
星から三つ星までの位を設け、そのための認
定基準を一つ星は所定の実習品目を１品目修
了、二つ星は３品目修了、三つ星は農・林・
水産物から最低各１品目ずつ、かつ５品目以
上修了することとしました。

　初年度の平成19年は、26人からのスタート
でしたが、３年目となる今年度は51人の料理
人から参加申し込みがあり、実習に取り組み
ました。
　料理人は、気温が40度近いトマト栽培施設

内での種まきや，午前４時出港の漁船に
乗って牡

か き

蠣の水揚げ作業をするなど、生産
者の苦労を身をもって体験することで食材
を扱う姿勢が違ってきたといいます。
　現在までに24人の「みやぎ食材伝道士」
が誕生し、それぞれのお店で生産者の「想
い」を料理に添えて“食の語り部“として
活躍しています。
　今後は、さらに実習品目の充実に努め、
一人でも多くの「食の語り部」として地産
地消の推進を共に担っていただきたいと考
えています。
　「みやぎ食材伝道士」のいるお店は、以
下の宮城県仙台地方振興事務所のホーム
ページ「みやぎ食材伝道士コーナー」で紹
介しています。ぜひ、おいでいただいて生
産者の想いが添えられた料理を召し上がっ
てください。
　※ホームページアドレス　http://www.pref.
miyagi.jp/sdsgsin/tisin/dendoushi/index.html
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食農連携
地元を誇りに思うことが大切
「地域活性化に何が必要か」再認識
協力する姿勢が連携に不可欠

日本大学経済学部講師　池田　光男

　今号のテーマは「食農連携」である。食農
連携とは外食産業や食品産業と農業が連携し、
地域の埋もれた食材を活用して、新商品の開
発と新たな販路を開拓、地域活性化に貢献す
ることが狙いである。
　今号の「お店探訪」では、生衛業としてい
ち早く食農連携への取り組みに着手した３事
例を取り上げている。いずれの事例とも、農
業と生衛業との連携によるものであるが、態
様はそれぞれ異なっている。
　最初の事例は、宮城県鳴子温泉郷の「むす
びや」である。食農連携の機軸である農産品は、
山間地でも無理なく作れる新品種登録米であ
る。これは鳴子の食と農、地域の暮らしを支
えようという農家、旅館、住民、地域外の応
援者による勉強と議論を重ねた賜

たま

物
もの

である。
販路はホテル、旅館、飲食店、町内外の住民
である。基盤づくりにはNPO法人「鳴子米プ
ロジェクト」が大きく寄与している。
　次は徳島市のデリバリー弁当とカフェの
チェーン店「CHA-CHA HOUSE COFFEE」で
ある。連携の主役はカフェを経営する単独企
業である。ユニークなのは県立小松島西高校
の模擬会社との連携である。農家、高校、

「CHA-CHA HOUSE COFFEE」の３者の連携
により、地元産の高級イチゴやすだちを用い
た商品開発に成功している。
　３番目は島根県飯南町の「頓原ラムネ温泉」
である。連携用の農産品はヤマトイモだ。特
産品のヤマトイモを町内でも味わえる店を作
ろうと平成21年、飯南町政策推進課とヤマト
イモ生産組合が、町内の飲食店や宿泊施設な

どの協力により、オリジナルのヤマトイモ料
理を開発している。
　上記３事例を参考に生衛業側からみた食農
連携の体制づくりの10か条を掲げてみた。
１．仕掛け人の人脈依存で賛同者が集まるの

か。それとも生産者・消費者・NPOとの
連携で、より強力な組織にするのか。

２．産地との橋渡し的な役割を担うコーディ
ネーターがいるのか。

３．地域農産物の活用により地域特定のオリ
ジナル製品開発が可能か。

４．地方行政、農協、消費者団体・グループ
などとの情報網は確立されているのか。

５．農産物は安定した量的供給が見込めるの
か。また、農産物の安全・安心の信頼は
十分か。

６．農産物の供給コストは開発製品の販売価
格に見合い、採算がとれるのか。

７．販路開拓における顧客のターゲットの層
をどこに求めるのか。

８．流通チャンネルは構築できるのか。
９．宣伝広告などの周知活動はどうするのか。
10．新製品開発費用などの資金調達はメドが

ついているのか。
　食農連携は新しい試みだけに、地方行政に
支援を仰ぐことも難問解決に結びつく。

農家との意見、情報交換は綿密に

新製品の採算、継続した販路確保を重視

地元の農産物を見直す
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今号のテーマ
特集



　宮城県の北西部に位置する鳴
なる

子
こ

温泉郷は、日
本にある11種類の泉質のうち９種類が湧き出
し、約400本の源泉がある。湯治場として長い
歴史があり、効能と泉質のよさに定評がある。
紅葉の名所として、また名産品
の鳴子こけしを求めて多くの人
が訪れる観光地だ。そして鳴子
温泉郷の玄関口に平成21年12月
にオープンしたのが、鳴子産の
米を使ったおむすびを提供する

「むすびや」である。

　元は農協の農産物加工所だっ
た建物を改装したという小さな
店「むすびや」。ガラス戸を開
けると、カウンターにおむすび
の見本が並ぶ販売コーナーと木
のテーブルといすを置いた食事

スペースがある。
　迎えてくれたのは店長の北浦ひろみさんだ。

「鳴子産の『ゆきむすび』は冷めても美味しい
お米です。おむすびにすると格別ですよ。人気

生衛ジャーナル　2010/3　�

地域再生へ米作りの絆

「むすびや」
住所：宮城県大崎市鳴子温泉字要害34

代表者：北浦　ひろみさん（店長）　　電話：0229・84・7367

お店探訪

「むすびや」の外観と道路際に立つ店の看板。
国道47号線沿いにあって見つけやすい



があるのは青
せい

菜
さい

巻きと麹
こうじ

南
なん

蛮
ばん

味
み

噌
そ

焼きでしょ
うか。たくさんお客さんが来てくれて、嬉し
い悲鳴をあげています」。土曜・日曜の昼のみ
営業で、温泉に来た人が行きがけ、帰りがけ
に店に寄ることが多いという。
　メニューは、おむすびが10種類。梅おかか
入り／黒ごま、塩むすび、きなこむすび、梅
干し／海苔、くるみ炊き込み、しそ巻き入り
／白ごま、古代米炊き込み、味噌漬け混ぜ込み、
麹南蛮味噌焼き、青菜巻き。食材のほとんど
が大崎市、宮城県内の生産者が作っているも
の。そして「小

こ

昼
びる

らんち」は地元野菜たっぷ
りの汁物と煮物、漬物
の小鉢に、好きなおむ
すび２個が選べるセッ
ト。お盆、箸、椀、皿
は、鳴子の杉、柳、榛

はん

の木を活かした手作り
の器で、食材の味を引
き立てている。小昼と

は昔、農家が野良仕事の合間に食べた軽食の
こと。現代人には十分なヘルシーランチといえ
る。
　「むすびや」はNPO法人「鳴子の米プロジェ
クト」が運営している。店が誕生した背景には、
鳴子の食と農、地域の暮らしを地域のみんな
で支えようと平成18年に始まった「鳴子の米
プロジェクト」の活動があった。山間地の耕
作放棄地が増え続け、また農業政策転換で、鳴
子のほとんどを占める小規模農家が国の支援
を受けられない状況になった。農村風景が変
わってしまうことは観光面にも影響してくる。
そんな危機感から、農家だけでなく、行政、旅
館、住民、都市部から駆けつけた学生なども
集まって地域再生のために勉強と議論を重ね、
地域の人々の働きが報われる本当の農と食の
豊かさをみんなのつながりで守り育てるとい
う哲学を共有することになった。
　まず着手したのが、売れるブランド米を追
うのではなく、山間地でも無理なく作れる品
種の栽培。地元農業試験場の支援を受け「東
北181号」の試験栽培に鳴子鬼

おにこうべ

首地区の３軒の
農家が挑戦した。さらに農家が安心して米作
に取り組めるよう、妥当な価格で事前予約す
る販売の仕組みを作った。現在、農家が受け
取る金額（生産者米価）は１俵（60kg）当た
り13,000円以下、宮城県調査の平均コスト約
9,800円を差し引くと
やっていけない状況で
ある。そこで「鳴子の
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お店探訪

販売・調理スタッフ。左端が店長の北浦ひろみさん

素朴な木の味わい
がある食事スペー
ス。壁には、「鳴
子の米プロジェク
ト」の活動を示す
パネルが並ぶ

10種類あるおむすび。
選ぶのに迷う楽しみも

地元の野菜がたっぷり食
べられる「小昼らんち」

人気のある青菜巻き
（手前）と麹南蛮味噌
焼きのおむすび



米プロジェクト」は、販売価格を１俵24,000円、
農家の手取り額を18,000円、差額の6,000円を活
動持続のための運営費とした。運営費は行政
に頼らない自主財源として、田植え・稲刈り
時の交流会事業や若者の農業受け入れ支援な
どの費用にあてている。平成19年末、東北181
号は「ゆきむすび」として新品種登録された。
雪深い地で育ち、人と人が助け合う「結

ゆ

い」
の願いが込められた名前である。
　米の買い手は、地元の鳴子観光ホテル、ゆ
さや旅館、大正館を始めとする旅館、ゑがほ
食堂、ふじや食堂などの飲食店、町内の住民
や鳴子地域外の個人など。「ゆきむすび」は、
うるち米ともち米の中間の特性を持つ低アミ
ロース米で、冷めても硬くならず、もちもち
とした食感が特徴。旅館や飲食店にとって、
買い支える米を提供することが鳴子ならでは
のセールスポイントとなったのである。
　平成20年10月、「鳴子の米プロジェクト」は
農家36人、旅館６軒など約50人の会員でNPO
法人化、もっと多くの人に「ゆきむすび」を
味わってもらいたいと「むすびや」開店となっ
た。
　当初30ａで始まった栽培面積は13haへと増
加、賛同する農家も36人になり、平成21年の
収穫量は850俵に。
　理事長の上野健夫さんは、次のように話す。

「作る人と食べる人が信頼して支え合う関係作

りが大切ですね。農家は『ゆきむすび』の稲
刈り後、手作業の杭がけで自然乾燥をしてい
ますが、美味しく食べてほしいから手間を惜
しみません。おかげで農家同士も作業を手伝
うようになり、つながりができてきました。
買う側はおむすび１つ食べることからこのプ
ロジェクトに関わることになりますね。おむ
すびは豪華じゃないけど、やっぱり日本の味。

『むすびや』が農村の原風景を守る発信基地に
なるよう活動していくつもりです」。
　鳴子の農と食は、効率化ではなく、手をか
けるという価値を発揮することで、豊かさが
循環していく仕組みなのである。こうした農
消連携による地域再生への取り組みが評価さ
れ、NPO法人「鳴子の米プロジェクト」は今
年１月、地域づくり総務大臣表彰の表彰団体
に選ばれた。
　店のスタッフは、プロジェクトメンバーで
ある農家のお母さんたちを中心に、地域外の
応援者も手伝いに来て、いきいきと働いてい
る。「お米をとぐ時から、美味しくなーれと心
をこめておむすびを作っています。お客さん
が待っていてくれるのが嬉しいですね」と店
長の北浦さん。おむすびとともに人のつなが
りが広がっていくことを願っている。
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学生の応援チームも加わっての稲刈り後の杭がけ作業



　徳島市内でデ
リバリー弁当と
カフェのチェー
ン店「CHA-CHA 
HOUSE COFF 
EE」を経営す
る「 有 限 会 社 
茶茶家」。同社
の常務でカフェ
部門を担当する
澤田慎也さんは
平成20年、大手

企業との差別化を図るため、生産者・販売業者・
消費者などすべてが喜ぶ「フェアトレード」と
いう、新しい連携をスタートさせた。現在で
は徳島産の食材を使った新しい商品を次々に
開発、店の人気商品となっている。この「フェ
アトレード」では県立小松島西高等学校の教
師と生徒が徳島県産食材による商品作りと製

品化に積極的に参画するというユニークな活
動が背景にある。

　「CHA-CHA HOUSE COFFEE」城南店は、
創業者で社長の澤田邦子さんが指揮をとる、デ
リバリー弁当の拠点として機能している店だ。
一方、カフェ部門の運営は、常務の慎也さん
に任されている。カフェとしての利用客が多
いのは、「マルナカ徳島店」と「羽の浦店」。ど
ちらもショッピングセンター内（インショッ
プ）という、今の時代にあわせた店舗形態だ。
この２店舗で、農業と連携した新商品が販売
されている。
　「CHA-CHA HOUSE COFFEE」は、今から
約27年前にオープン。その時々のニーズにあ
わせ、場所やメニューを変えながら、徳島の
カフェ文化をリードしてきた。しかし、大手
の徳島進出が相次ぎ、「価格勝負になると生き
残るのは難しい」と考えた慎也さん。差別化

を図るために目を付けたのが、地元
徳島の食材だ。東京や大阪で高い評
価を受けている徳島の食材を上手に
活用すれば、大手企業とは一線を画
すメニューが生まれるはず。そう考
えて、小松島西高校の「TOKUSHI 
MA雪

お か ら

花菜工房」と手を組んだので
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「フェアトレード」を実践

「CHA-CHA HOUSE COFFEE」 住所：徳島市城南町1−10−8

代表者：澤田　邦子さん　　電話：088・623・4918

お店探訪

常務の澤田慎也さん

▲インショップの「CHA-CHA HOUSE COFFEE」
　マルナカ徳島店

ゆったりとしたスペースの店内

▲



ある。
　「TOKUSHIMA雪花菜工房」は、県立小松
島西高校の鈴鹿剛教諭が立ち上げた模擬会社。
きちんと収支を出すことを前提に、生徒と一
緒に徳島県産食材による商品作りと製品化を
行っている。
　この連携でまず誕生したのが、徳島の食材
を使ったアイスクリーム。東京や関西圏から
の引き合いもあるヒット商品だ。鈴鹿教諭が
目指すのは、一次生産者・加工業者・販売業者・
消費者、すべてが喜ぶ「フェアトレード」。

「CHA-CHA HOUSE COFFEE」が販売部門に
なってくれれば、「TOKUSHIMA雪花菜工房」
としてもメリットがあるということで、農家、

「TOKUSHIMA雪 花 菜 工 房 」、「CHA-CHA 
HOUSE COFFEE」３者の連携がスタートした。
　「フェアトレード」第一弾として開発したの
は「佐

さ

那
な

河
ご

内
うち

村
そん

いちごスムージー」。佐那河内
村で作られる高級いちごを使用したスムー
ジーで、その味は格別。一杯600円と高めの値
段設定ながら、季節を問わず注文のある人気
商品となった。「佐那河内村のいちごは、ほと
んど関西に出荷されて県内の人が口にするこ
とが少ないんです。でもこのスムージーを通
して、みんなが味わって喜んでくれた。地元
のおいしいものを、地元の人に食べて欲しい
んですよ」という慎也さん。

　第２段となる「徳島すだちソルベ」（460円）
も徳島のすだちを使用。酸味の強いさわやか
なシャーベットドリンクで、暑い時期にうっ
てつけの商品となった。さらに、冬にもおい
しく飲めるものをというコンセプトで開発さ
れたのが、第３弾となる「佐那河内村ホット
すだちハニー」（460円）。佐那河内村のすだち
と国産ハチミツによる、ホットレモンテイス
トのヘルシーなドリンクだ。佐那河内村のす
だちと一番合うハチミツ探しに苦労したとい
う。連携から生まれた商品は、現在この３種類。
今後も、「TOKUSHIMA雪花菜工房」とともに、
新しい商品を開発していく予定だ。
　一方、佐那河内村のいちご、すだち生産者
にとっても、この連携は新しい取り組みにな
る。今までは農協に卸す以外に販売方法を持っ
ていなかった農家が、直接取引できるように
なった。価格もフェアトレードの精神にのっ
とり、通常の卸価格より高く設定。メリット
は大きい。難点があるとすれば、取り引き量（生
産量）の設定だ。平成20年は、初めての取り
組みと言うことで少なめに設定したところ、
初秋には品切れになってしまった。もちろん
多く設定しすぎると、余ってしまうので、売
れ行きをみながら、
ベストの取引量を見
極めていく予定だ。
　徳島の農家が生み
出す質の高い食材を
使うことで、他にな
い差別化された商品
を開発し、店の武器
としている「CHA-
CHA HOUSE COFF 
EE」。地元密着の飲
食店だからこそ出来
る工夫ではないだろ
うか。
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お店探訪

徳島すだちソルベ（左）、佐那
河内村ホットすだちハニー

（中）、佐那河内村のいちごス
ムージー（右）

「TOKUSHIMA雪花菜工房」との連携を示す手書き広告



　広島県との県境にほど近い、中国山地に囲
まれた町、島根県飯石郡飯南町。この町では
ヤマトイモを新しい町の特産品にしようと、町
をあげてのPR活動が行われている。その中で
も話題を呼んでいるのが、ヤマトイモを使っ
た料理の開発。飯南町と生産者、町内の飲食
店が協力して、ヤマトイモ料理を新しい町の
名物にしようと取り組んでいる。協力店の一
つである「頓原ラムネ温泉」を取材した。

　飯南町でヤマトイモの生産が始まったのは、
平成８年から。旧赤来町（平成７年に飯南町
に合併）が、新しい転作奨励作物として導入
したのが始まり。その後、生産量は年々増え、
現在では30戸の農家が約年間20ｔを生産する
までになった。
　ヤマトイモは、天然の山芋である自

じ

然
ねん

薯
じょ

に
匹敵するほど粘りが強く、豊かな風味と栄養

を持ち、近年は健康食材として
も注目されている。特に、飯南
町のヤマトイモは、標高450ｍ
の飯南高原で栽培されており、
寒暖の差が大きい気候と肥沃な
土壌によって、独特の粘りはも
ちろんのこと、風味や旨みが濃
いと評判だ。
　ヤマトイモは県内外に出荷さ
れているが、飯南町内でそれを
味わえる店がなかった。そこで
平成21年、飯南町政策推進課と
ヤマトイモ生産組合が、町内の
飲食店や宿泊施設などに協力を
仰ぎ、オリジナルのヤマトイモ
料理を開発し、メニューに加え

てもらうことになった。「頓原ラムネ温泉」に
も協力依頼があり、平成21年５月からヤマト
イモ料理を食堂のメニューに加えている。
　「まずはヤマトイモの美味しさを地元の人間
が実感しないと、県外に胸を張ってPRできま
せんよね。町からの協力依頼には全面的に協
力しようと思いました。町の名物料理が増え
るのは良いことですし、町の活性化にもつな
がります」と、「頓原ラムネ温泉」（「株式会社 

ヤマトイモを名物料理に
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「頓
と ん ば ら

原ラムネ温泉」 住所：島根県飯
い い し

石郡飯
いいなん

南町頓原1070

代表者：安部　孝志さん　　電話：0854・72・0880

お店探訪

「頓原ラムネ温泉」の外観

主
任
の
安
部
孝
志
さ
ん
（
左
）
と
、

フ
ロ
ン
ト
係
の
石
飛
栄
さ
ん



あゆみ」経営）の主任、安部孝志さんは語る。
　「頓原ラムネ温泉」は、飯南町頓原地区の町
はずれにある、120年の歴史を持つ温泉である。
明治20年ごろから湯治場として多くの人を癒
してきたこの湯は、鉱泉水に大量の炭酸ガス
を含む日本有数の「炭酸泉」。入浴すると、体
内に炭酸ガスが吸収されることにより、全身
の血管が拡張され、血管の流れがスムーズに
なると言われており、健康効果の高い温泉と
して知られている。
　ヤマトイモのメニューは、温泉に併設され
ている食堂で味わうことができる。代表メ
ニューの「ヤマトイモ定食」は、とろろを中
心にした、地元食材をふんだんに使った品数
豊富な定食である。一般のとろろは醤油味が
多いが、飯南町では味噌で味付けするのが特
徴。地元産の大豆で仕込まれる「頓原みそ」
を使い、カツオや昆布のだしと一緒に、食べ
やすい濃度までヤマトイモを溶きのばしてい
く。ヤマトイモの風味を味噌の香りが一層引
き立て、炊きたてのご飯にぴったりである。
　定食についている「ヤマトイモの磯辺揚げ」
は、箸でつまめるほど粘りが強いイモだから
できる一品。すりおろしたヤマトイモを海苔
で巻き、油で揚げたシンプルな料理だが、加
熱されたヤマトイモがフワフワの食感となり、
ご飯のおかずはもちろん、おつまみとしても

ピッタリなアイデア料
理だ。
　「『ヤマトイモ定食』
はとても評判がよく、
だんだんと認知度も上
がってきていると思い
ます。栄養価も高く、
ヘルシーな食材なの
で、幅広い年代の人に
味わっていただける料
理だと思います。この

温泉は昔からの湯治場だったので、ここの施
設も長期滞在などができるような施設にして
いきたいと考えています。そのためには、『食』
も大切。ヤマトイモはもちろんのこと、地元
の健康食材を使った味覚もどんどん取り入れ
て、お客様に提供していきたい」と安部さん。
　「頓原ラムネ温泉」のほかにも、「ヤマトイ
モ定食」や「とろろ飯」を提供する店がほか
に２軒あり、さらに道の駅のレストランでは
ヤマトイモを洋風にアレンジした「ヤマトイ
モ・リゾット」もメニュー化されている。ま
たヤマトイモのコロッケや、ヤマトイモの粉
末を加工したお菓子の開発も進められている。
これからも飯南町では、続々と新しい名物が
生まれそうである。
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お店探訪

▲飯南町特産のヤマトイモ

「ヤマトイモ定食」（850円）。使われる
食材のほとんどが、飯南町産だ

▲

源泉は無色透明だが、空気に触れると
黄金色の濁り湯に変化する
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　私は、群馬県北部の水上温泉郷を抱
える沼田支部に所属し、副理事長兼特
相員部会長を務めています。
　17名で構成する特相員部会は、創設
以来「生衛融資制度」の積極的な活用
を推進してきました。しかし、激しい
経済変遷の中で平成10年ころより「改
善資金」の事故口が目立ち始め、平成
13年には高事故率団体に陥り、「事故
改善報告書」の提出を求められてきま
した。組合あげての緊急改善策として、
①適正推薦のための県指導センターに
よる研修会の強化、②高額申し込み口
の振興事業資金への申し込み奨励、③
事故口案件のきめ細かな完済相談、④
現況説明会の頻度開催、等の実施に努
め、平成20年にようやく高事故率団体
を返上することができました。
　この苦境の中で私なりに教訓として
得たことは、当たり前のことですが、
場当たり的な資金運用をなくし、お店

の経営状況をしっかりと把握した上
で、無理のない計画的な制度利用をす
ることが肝心であると痛感しました。
現在は組合事業として、底力ある経営
力を構築する一環として、地域特産品
を活用した新メニューの開発等に取り
組み、また経理面ではリアルタイムに
業況を把握できる会計ソフト等の導入
による経営の合理化を推奨しています。
　生衛組合のあり方を見つめつつ、組
合員が一丸となって地域の食文化の発
展向上に努め、「標準営業約款（Ｓマー
ク）登録店」加盟によりニーズに適っ
た、より質の高い「食とサービス」の
提供店となることを願っています。
　平成23年夏には、県とJRグループ
６社が一体となって全国からの集客を
図る「群馬デスティネーションキャン
ペーン」が実施されます。「鶴舞う形
の群馬県」へ美味しいものをたくさん
食べに来て下さい。

群馬県飲食業生活衛生同業組合・経営特別相談員

中島　市郎

生　活　衛　生　融　資　の　ご　あ　ん　な　い

一　般　貸　付

お使いみちご融資の種類 ご融資の限度額

設備資金 7,200万円～４億円（業種により異なります）

振興事業貸付

生活衛生セーフティネット貸付
（経営環境変化資金・金融環境変化資金）

お使いみちご融資の種類 ご融資の限度額

設備資金

運転資金

運転資金

１億5,000万円～７億2,000万円（業種により異なります）

5,700万円
経営環境変化資金：振興運転資金とは別に5,700万円
金融環境変化資金：別枠4,000万円

＊生活衛生同業組合等の経営指導を受けている方にご利用いただける生活衛生改善貸付（無担保・無保証人）もお取扱しています。＊

［振興計画の認定を受けている生活衛生同業組合の組合員の皆さまへ］

生活衛生関係営業（飲食店営業・喫茶店営業・氷雪販売業・食肉販売業・食鳥肉販売業・旅館業・浴場業・クリーニング業・興行場営業・理容業・美容業）を営む皆さまへ

くわしくは、日本政策金融公庫各支店（国民生活事業）まで
お気軽にお問合せください。（http://www.k.jfc.go.jp/）

特 相 員 だ よ り

Ｓマーク加盟で経営を確かなものに



政府の経済対策により設備資金の利率が低減‼

融資トピックス
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政府の経済対策により生活衛生セーフティネット貸付がさらに拡充‼

 最大0.8％の引下げ！

①第三者保証人等を不要とする場合の上乗せ利率

　　　　　　　　・・・　年0.3％引下げ
②業況が特に悪化している方

　　　　　　　　・・・　年0.3％引下げ
③雇用の維持・拡大を図る方

　　　　　　　　・・・　年0.2％引下げ

日本公庫の融資制度が拡充されました！

http://www.k.jfc.go.jp/

事業資金相談専用ダイヤル

0570－054649
マルゴト　ヨ　ロ　シ　ク

平成21年度第２次補正予算成立により拡充された、設備資金貸付と生活衛生セーフティネット貸付についてご紹介します。

（従来）【基準利率で５年返済の場合】

年 2.15％

返済期間

利
率

全期間同一金利
設備投資をするか
悩むな…。

（拡充後）

年 1.65％
返済期間２年

利
率

年 2.15％

２年間 0.5％金利引下げ

よし、この機会に
設備投資をしよう！

振興計画の実施、雇用創出、環境対策などの設備投資を行う場合は、
お使いみち等により特別利率がご利用いただけます。

【借入当初２年間の利率】 （従来）	 （拡充後）
　◆	特別利率Ｄの場合	 年	�.00％～　⇒　年	0.�0％～
　◆	特別利率Ｂの場合	 年	�.�0％～　⇒　年	�.00％～

※適用対象には条件がありますので
　詳しくは最寄りの支店にお尋ねください。

金利の引下げ

0.35％

上乗せ利率
0.65％

基準利率
2.15％ 1.65％

▲0.3％

▲～0.5％

生活衛生セーフティネット貸付
（第三者保証人等を不要とする場合）

従来
2.8％～

拡充後
2.0％～

ご利用いただける方 ご融資額 ご返済期間 利率（年利）

社会的、経済的環境の変化等により、売上が減少するなど
業況が悪化している方等

5,700万円以内 運転　８年以内 1.65％～

　　　　（注）お申込の際は、「振興事業に係る資金証明書」が必要となります。

生活衛生セーフティネット貸付（経営環境変化資金）　　　生活衛生セーフティネット貸付（経営環境変化資金）（運転資金）

※利率は平成22年３月10日現在のものです。
※ご返済期間等によって異なる金利が適用されます。
※金利は金融情勢によって変動いたしますので、お借入金利は、記載されている金利とは異なる場合がございます。
※担保や保証人については、お客さまのご要望に弾力的に対応します。
※審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがあります。

ご注意
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センターにゅうす

日本政策金融公庫が
予算説明会開催

　日本政策金融公庫は２月９日、東京・新橋の
全国生衛会館で平成22年度の生活衛生資金貸付
に関する予算案などの説明会を開いた。
　日本政策金融公庫常務取締役の中村吉夫・生
活衛生部門長、全国生活衛生同業組合中央会の
小宮山健彦専務理事の挨拶に続いて、厚生労働
省健康局生活衛生課の新津幸義・課長補佐が生
活衛生関係営業対策予算案について説明した。
　予算額は総額９億2,500万円、うち全国生活
衛生指導センターへの補助として生活衛生振興
助成費２億3,300万円。さらに食品循環資源の
再生利用等の促進に関する法律に基づく基本方
針が平成19年度に改正され、平成24年度までに
リサイクル実施率40％という目標が設定されて
いることから、実態調査を実施し、指針の見直
しを行い、より一層の食品リサイクル推進を図
る「食品循環資源再利用推進事業費」として新

規予算600万円が盛り込まれた。
　都道府県生活衛生指導センターへの補助は
４億9,200万円。このうち、①新型インフルエ
ンザ等の感染症の拡大防止対策の普及啓発②消
費者・利用者の苦情処理を円滑に行う体制の整
備として新規予算1,700万円が盛り込まれた。
　次いで日本政策金融公庫国民生活事業本部の
依田晶男・生活衛生融資部長が平成22年度の同
公庫予算案について説明した。それによると、
生活衛生資金の貸付規模は1,400億円。また、
貸付制度の主な改正は以下の２点。
　①貸付利率の引き下げ措置の延長
　・貸付対象者：事業計画書を策定し、生活衛
　　生同業組合の検証を受けた組合員
　・設備資金：特別利率Ｃ⇒特別利率Ｄ
　・運転資金：基準利率⇒特別利率Ａ
　②特別利率対象品目の拡充
　・「店舗等」の適用要件緩和⇒支店開設、移
　　転等にかかわらず、店舗（建物）購入費用、
　　入居保証金等を特別利率の対象に追加、等

各業種全国連合会の全国大会・総会開催予定表

注：全国連合会の大会・総会の開催日は、厚生労働省健康局長等の表彰式を挙行する日

平成22年度
業　　　種 開催日 開催地 会　　　　　場 大会・総会等の名称

氷　雪  5月19日（水） 熱海市 古屋 平成21年度通常総会
興　行  5月26日（水） 札幌市 ジャスマックプラザホテル 平成22年度全興連通常総会 北海道大会

クリーニング  5月29日（土） 東京都
千代田区 ホテルニューオータニ 第52回通常総会

食鳥肉  6月 2日（水） 京都市 ホテルグランヴィア京都 全鳥連創立50周年記念式典、平成22年度
全国大会（京都）

旅　館  6月 8日（火） 岐阜市 岐阜グランドホテル 第88回全旅連 全国大会
飲　食  6月 9日（水） 別府市 別府ビーコンプラザ 第48回全飲連 全国大分県大会
浴　場  6月14日（月） 名古屋市 名古屋観光ホテル 第52回全国公衆浴場業者 愛知県大会
料　理  6月14日（月） 長崎市 ニュー長崎ホテル 第98回全国料理業 長崎大会
喫　茶  6月22日（火） 神戸市 ポートピアホテル 第55回全喫飲連全国大会・兵庫大会
食　肉  6月23日（水） 横浜市 横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ 第51回通常総会・神奈川大会
麺　類  7月 7日（水） 横浜市 横浜市開港記念会館 第76回全国麺類飲食業者 神奈川大会
社　交 10月 4日（月） 大阪市 大阪国際会議場（グランキューブ大阪）全国社交飲食業代表者 大阪大会
す　し 10月 5日（火） 徳島市 アスティとくしま 第53回全国すし連 徳島大会

理　容 10月17日（日） 香川県 未　定 平成22年度各種表彰式典、第152回臨時総
会・同評議員会

中　華 10月27日（水） 千葉市 ホテルグリーンタワー千葉 第43回全国中華料理業 千葉大会

美　容 11月16日（火） 岡山市 岡山県総合グランド体育館
（桃太郎アリーナ） 第38回全日本美容技術選手権大会

厚労省・全国
生衛中央会 10月26日（火） 東　京 ホテルニューオータニ

生活衛生功労者表彰式（厚生労働大臣・
中央会理事長表彰式）
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★上映スケジュールデータ
　配信サービスがスタート

　全興連など４団体で構成する「映画館に行
こう！」実行委員会は、このほど「上映スケ
ジュールデータ配信サービス」をスタートさ
せました。 
　今回の「上映スケジュールデータ配信サー
ビス」は、全国の劇場の上映スケジュールを
集めて一覧にし、全国の映画ファンのニーズ
に応えるだけではなく、併せてこのデータを
あらゆるメディアに無料開放し、できるだけ

多くの媒体で映画
館情報が溢れるよ
うにしよう、とい
うのが狙いです。
　上映スケジュー
ルは同委員会が参加意思を確認した、全国
611館（3,260スクリーン）から収集し、「映
画館に行こう！」サーバーにて一元管理。上
映スケジュールの一覧は、当サイトを通じて、
直接閲覧いただけます。
　映画館に行こう！ＵＲＬ：
　http://www.eigakan.org/

♦理容店のPOPイラストコンテスト
　入賞作品発表 

　全国理容連合会では、理容店に掲示する
POP広告に使用するイラストを募集しました。
　募集の結果、全国の理容師のほか、プロの
イラストレーターやデザインを学ぶ学生な
ど、さまざまな方から合計で256点にもおよ
ぶ作品が寄せられ、厳正な審査の結果、下記
の作品が入賞しました（敬称略）。
　▽最優秀＝林由美（埼玉県）＝右のイラスト
　▽優秀＝山崎誠洋（東京都）、朝岡洋子（東
京都）、三浦葉子（岩手県）、白木久美子（石
川県）、池脇はるみ（神奈川県）

　▽入選＝中橋春香（北
海道）、関口和彦（東京都）、
糸永愛（山口県）、大石茉
里奈（神奈川県）、上野弘
喜（熊本県）、和田純佳（和
歌山県）、見川桂子（新潟
県）、宇都宮まどか（福岡
県）、足立理江（兵庫県）弓木栄（京都府）
　なお、審査委員は次の４氏です（敬称略）。
大森利夫（全国理容連合会理事長）、池上良
一（同連合会文化広報委員長）、池田道治（全
理連中央講師会幹事長）、金城龍男（イラス
トレーター・画家）
　全理連ＵＲＬ：http://www.riyo.or.jp/

♠「かごしま温泉郷」マップ発行

　鹿児島市内にたくさんある温泉を紹介し
た、まち歩きマップ「かごしま温泉郷」を、
県公衆浴場業生活衛生同業組合（83組合員）
が発行しました。鹿児島市内には270を超え
る源泉があり、全国の都道府県庁所在地の中
では最多と言われています。泉質も多様で、
組合加盟の約６割を同市の温泉施設が占めて
います。新幹線の全線開業を控え、同組合が

「温泉地・鹿児島市」をアピールしようと発
行することにしました。
　マップはB5判10ページで、約60の銭湯の
特徴などを紹介。また、天文館やJR鹿児島中
央駅の周辺などの名所旧跡も解説してあり、
３万部を作成し、駅やホテルなどに置いてい
ます。マップにあわせてホームページも開設
しています。
　かごしま温泉郷ＵＲＬ:
　http://www.kagoshima-onsen1010.net/
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飲食店営業（めん類）、旅館業、浴場業の
振興指針概要について

　・消費者に安全で良質な商品の提供
　・消費者の信頼を得るための産地情報等の情

報提供が重要
　・健康的な食品として女性や子どもの需要の

掘り起こし
　・新メニュー等の開発による消費者の要望に

応える
　・そばについては、製麺方法の見直しによる

高品質のそばの提供
　・外国人旅行者等の顧客の利便性を図るた

め、メニュー等の外国語表示の充実

２　旅館業のポイント

　・安全上及び衛生上の問題に注意が必要な営

業
　・観光客又はビジネス客に依存し、利用者の

形態によるサービス提供が重要
　・設備投資に際し、借入金に依存する割合が

高い業態
　・債務の圧縮等の明確な経営方針の確立が必

要
　・地域の中の旅館業同士又は異業種との連携

した経営が必要
　・外国人旅行客の積極的な受入

３　浴場業のポイント

　・安全な入浴サービスの提供
　・新規利用者の掘り起こし
　・地域に密着したサービスを提供し、地球環

境に配慮した経営

　今般、飲食店営業（めん類）、旅館業、浴場
業の振興指針（以下、「振興指針」という。）が
改正され、平成22年３月５日の官報に告示され
ました。
　同日付で各都道府県衛生主管部（局）長、各
地方厚生局健康福祉部長、（財）全国生活衛生
営業指導センター理事長及び（社）全国生活衛
生同業組合中央会理事長宛て通知されました
のでお知らせいたします。
　振興指針は、生活衛生営業の振興を計画的に
推進して、公衆衛生の向上及び利用者の利益の
増進に資することを目的として、厚生労働大臣
が定めているものです。
　今回、改正された振興指針は、生活衛生営業
をいかに振興し、衛生水準の維持向上及び国民
生活の安定に寄与していくかを反映させてお
り、平成22年度から５ヶ年の営業の振興の目
標、対象業種を取り巻く目標達成のために必要

な事項などを定めております。
　なお、振興指針に示された事業に基づき、各
都道府県の生活衛生同業組合は、振興計画を作
成し、都道府県知事を経由して各地方厚生局に
申請をすることになります。
　各地方厚生局において振興計画が認定され
れば、株式会社日本政策金融公庫の融資が有利
な条件で適用され、また税制上の恩典を受ける
ことができます。
　今回、振興指針に示された飲食店営業（めん
類）、旅館業、浴場業の改正のポイント及び主
に営業者に対する組合・連合会による支援につ
いてご紹介しますので、今後の活動の参考にし
ていただければと考えております。

　詳細は以下の厚生労働省ホームページを参考
（http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/
hourei/new.html）

１　飲食店営業（めん類）のポイント
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厚生労働省から

　・地域住民の健康増進の役割
　・浴場の経済性や癒しの場としての効果の積

極的な情報提供

４　共通のポイント

⑴　衛生水準の向上のための技術、知識及び意
識の向上に関する事項

　・営業者に対して衛生管理を徹底するための
研修会及び講習会の開催

　・営業者及び従業者の衛生管理の手引やパン
フレットの作成による普及啓発

　・衛生管理体制の整備を充実

⑵　施設及び設備の改善に関する事項
　・衛生水準の向上、経営管理の合理化及び効

率化、消費者の利益の増進等に対応するた
めの施設及び設備の改善に関する指導助
言、情報提供

　・少子・高齢化社会等や省エネルギー、環境
保全に配慮した施設及び設備の改善に対
して指導

⑶　消費者の利益の増進に関する事項
　・サービスの適正表示や接客手引の基本とな

るマニュアルの作成

⑷　経営管理の合理化及び効率化に関する事項
　・経営管理の合理化等に関する講習会及び研

修会の開催
　・経営環境に関する情報等の将来の展望に関

するデータ収集並びにこれらの情報提供

⑸　営業者及び従業員の技能の改善向上に関す
る事項

　・基礎的な接遇や技術の向上に関する研修会
及び講習会の開催

⑹　取引関係の改善及び事業の共同化等に関す
る事項

　・関連業界との連携強化
　・購入事業等の共同化及び協業化の企画立案

並びに実施に係る指導

⑺　従業者の福祉の充実に関する事項
　・従業者の労働条件整備、作業環境の改善及

び健康管理充実のための支援
　・医療保険（国民健康保険又は健康保険）、

年金保険（国民年金又は厚生年金保険）及
び労働保険（雇用保険及び労働者災害補償
保険）の加入等に係る啓発

　・組合員等の利用する福利厚生の充実並びに
共済制度（退職金、生命保険等）の整備及
び強化

　・男女共同参画社会の推進及び少子・高齢化
社会への適切な対応に配慮した従業者へ
の福祉の充実

⑻　事業の承継及び後継者支援に関する事項
　・事業の円滑な承継に関するケーススタ

ディ、成功事例等の経営知識の情報提供及
び後継者支援事業の促進

⑼　地域との共生に関する事項
　・地域の自治体等と連携しながら、地域社会

において様々な活動を企画し、指導又は援
助を行うことができる指導者の養成

　・業種を超えて相互に協力を推進し、地域に
おける特色ある取組を支援

　等
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景気動向調査

生活衛生関係営業の景気動向等調査結果概要
日本政策金融公庫 国民生活事業本部　生活衛生融資部 調査課　中塚　博和

　生活衛生関係営業の景気動向等調査は、（株）日本政策金融公庫国民生活事業本部が（財）全国生活衛生
営業指導センターに委託して、生活衛生関係営業の景気動向や設備投資動向などを把握するため、四半
期ごとに実施しているものです。今回は、平成21年10 ～ 12月期の調査結果の中から一部をご紹介します。
　調査は全国９業種3,220企業を対象として12月上旬に個別訪問面接により実施したものです。

※景気動向等調査の詳細については、全国センターのホームページにも掲載しております。
URL（http://www.seiei.or.jp）

　今期（平成21年10 ～ 12月期）の「売上」「採算」「業況」の各DIは、▲54.5（前期比5.4ポイン
ト低下）、▲24.2（同3.1ポイント低下）、▲47.8（同5.4ポイント低下）となり、３項目全てで低下
しており、前年同期と比べても３項目全てで低下しています。
　長引く消費マインドの低迷が経営に深刻な影響を及ぼしており、生活衛生関係営業の景況は、
依然として厳しさが続いています。
※DI＝良い｢増加・黒字・好転｣企業割合−悪い｢減少・赤字・悪化｣企業割合
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▲44.6

▲30.8
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図１　売上DI、採算DI、業況DIの推移　

図２　業種別業況DIの推移

〜依然として厳しさ続く生活衛生関係営業の景況〜
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▲41.3
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　業況DIを業種別にみると、前期に比べ「クリーニング業」を除く８業種で低下しました。特に
「映画館」は比較可能な平成９年４～６月期以降で最低の水準となりました。
　４期間移動平均でみると、｢食肉・食鳥肉販売業｣「理容業」「公衆浴場業」「クリーニング業」で
上昇した一方、「映画館」「ホテル・旅館業」で低下しました。他の３業種は横ばいとなっています。
　来期の見通しは、「食肉・食鳥肉販売業」「ホテル・旅館業」｢クリーニング業｣で低下を見込ん
でいますが、他の６業種では上昇を見込んでいます。
※ ４期間移動平均とは、各調査時点を含む直前４期間の平均であり、季節変動の影響のない全体

的な傾向をみるもの。
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景気動向調査
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図５　業種別設備投資実施割合の推移
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図４　設備投資実施割合の推移
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図３　利用客数DI、客単価DIの推移

　今期（平成21年10 ～ 12月期）に設備投資を行った企業の割合は9.7％と、前期（10.6％）に比
べ0.9％低下しましたが、前年同期では横ばいとなりました。４期間移動平均でみると、平成19年
10 ～ 12月期以降、下降に転じてきていましたが、前期にわずかながら上昇となり、今期は横ば
いとなっています。下げ止まり感はあるものの水準は低く、生活衛生関係営業の設備投資は依然
として冷え込みが続いています。
　設備投資を実施した企業割合を高い順にみると、｢ホテル・旅館業｣25.0％、「公衆浴場業」15.6％、
｢食肉・食鳥肉販売業｣12.8％ となっています。前年同期の水準を上回ったのは、｢氷雪販売業｣「理
容業｣「映画館」「ホテル・旅館業」「クリーニング業」の５業種でした。｢ホテル・旅館業｣は前
年同期と比べて、6.7％増加しています。

〜依然として冷え込み続く生活衛生関係営業の設備投資〜

　利用客数DIは、前期から8.2ポイント低下して▲61.2となり、前年同期に対しては4.6ポイント下
回りました。11期連続で前年同期の水準を下回り、平成９年４～６月期以降で最低の水準となり
ました。
　客単価DIは、前期から6.1ポイント低下して▲43.7となり、前年同期に対しては8.6ポイント下回
りました。９期連続で前年同期の水準を下回り、平成９年４～６月期以降で最低の水準となりま
した。
※利用客数DI＝前年同期対比「利用客数増加」企業割合−｢利用客数減少｣企業割合
　客単価DI＝前年同期対比「客単価上昇」企業割合−｢客単価低下｣企業割合
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＜社団法人全国消費生活相談員協会参与　渋谷　絢子＞

“改正でより強い消費者の味方に”
＜改正特定商取引法の要点＞

■特定商取引法改正の要点
　昨年12月１日から「改正特定商取引法」が
施行になりました。この「特定商取引法」は
悪質商法の対象になりやすい販売方法を規制
する法律で、その規制対象になっているのは、
訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販
売取引、業務提供誘引販売取引、特定継続的
役務取引の６つの取引形態です。
　この法律は消費者を悪質商法から守るため
のもので、改正された特商法はより強い消費
者の味方になりました。しかし、それも消費
者自らが内容を知って使わなければ効果を発
揮しませんので、今回は、出来るだけ利用で
きるように具体的な場合を挙げながら考えて
みます。

１）法の規制対象範囲が拡大
　訪問販売、通信販売、電話勧誘販売の場合
を中心に、法の対象を指定商品、指定役務の
形から、指定制を廃止（指定権利はそのまま）
して原則全ての商品、サービスを規制の対象
にしました。
　改正までは、次々と現れる新しい商品につ
いて指定の対象とはなっていなかったので、法
の適用を免れていました。そのため様々な手
口が使われて消費者被害も広がり、社会問題
となると、ようやく法律が改正されて新たに
指定されることで法の対象となるという“後
追い”が繰り返されてきました。今回の指定
制の廃止によってようやく、まず、どんなも
のでも対象と出来るようになりました。
　ただ、他の法律で規定されているものや従
来から適用除外となっているもの、また、そ
の性質上、権利や特定継続的役務など指定制
が外れなかったものもあります。今回の特商
法の改正によって指定制がはずされ、適用を
除外するもののみを指定する方向に大きく転

換したことは、消費者被害の救済に係わる者
にとって大きな力となりました。
　
２）クーリングオフの適用範囲が拡大
　自動車、電気ガスを除く殆どの商品、サー
ビスがクーリングオフできることになりまし
た。（消耗品の場合のクーリングオフについて
は、飲んでしまったものは出来ませんが、セッ
トモノのうちの１本だけの場合は、使ったそ
の１本を除く他のものは出来できますので、間
違わないで下さい）

３）使用によって受けた利益の返還は不要
　８日間の期間内のクーリングオフであれば商
品を使ったことによる利益は殆ど問題となりま
せんが、クーリングオフ妨害や、過量販売によっ
てクーリングオフする場合は使った期間が長く
なることによって受けた利益（不当利得）が発
生することも考えられます。こうした受けた利
益の支払いを求められることも考えられますの
で、使ったことによって受けた利益は支払わな
くても良いことになりました。

■訪問販売における勧誘規制が強められた

１）勧誘を断った消費者に再勧誘の禁止
　例えば、訪問してきた布団の販売業者に、「買
う気はない」と断った消費者に対して、今度
はこの手でと、再び勧誘することは電話勧誘
と同様禁止されることになりました。

２）過量販売の禁止
　なかなか断れない高齢消費者にとって被害
の多い販売方法であり、この過量販売が禁止
されたことによって被害救済に大きな効果が
期待されます。
　過量とは、日常生活で通常必要とされる量
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を著しく超えた商品やサービスを契約したとき
には、特別の理由が無い限り、１年以内であれ
ば解約できることになりました。また、クレジッ
ト契約で購入した場合であっても解約できるこ
とになりました。
　過量という場合は、尋ねてきた販売業者から
一度に多量の商品、例えば健康食品を買った場
合だけではなく、次々販売といわれる方法、同
じ業者が何度も尋ねてきたり、異なる業者が
次々に訪れ買わされた場合であっても、消費者
が既に過量な商品を購入していることを知って
いながらさらに販売した時には、過量販売とみ
なされ、それ以後に契約したものについては解
約可能になります。
　改正前であれば、例えば、健康食品を過量に
買ってしまったからといって解約は出来ません
でしたが、これからは出来ますので、ぜひ覚え
て置いてください。

■インターネット上の通信販売の規制
　最近はインターネット上での通信販売が増え
ると同時に、被害も増えています。そのため、
インターネット通信販売における広告の規制が
盛り込まれました。

１ ）事前に消費者が承諾していない電子メール
広告を送ることは禁止

　携帯電話を中心に、一方的に多量の広告が送
られてきて、中にはワンクリック詐欺などの被
害にあう例も増えてきていました。そこで、今
回の改正で、広告メールを送る時には事前に同
意を得た消費者以外に電子メールによる商業広
告を送ることを禁止しました。こうしたオプト
インの考え方による規制が取り入れました。改
正前は、消費者から電子メールの商業広告を送
らないで欲しいと連絡をした場合のみ（オプト
アウト）禁止していましたが、一歩踏み込んだ

形に改正されました。

２）解約返品制度の実施
　通信販売において最もトラブルの多い、解約、
返品制度が新たに設けられました。
　通信販売の広告のなかに返品について何も表
示していない場合は８日以内に、送料を消費者
が負担するかたちで返品、解約できることにな
りました。もし、広告に解約を制限する、例え
ば４日以内なら返品を受けるとか、未使用の商
品のみ返品、解約を受けるなどと書かれている
場合はこれに従うことになります。この解約返
品制度は、一般のクーリングオフ制度とは異っ
て商品を返品する代金については消費者が負担
することで解約を可能にしていますので、無条
件解約の出来るクーリングオフ制度とは異なり
ます。また、この広告は見やすく、そして申し
込み画面でも分かるように表示することが義務
付けられています。
　このほか、次のような点も改正されました。

１）消費者団体訴訟制度の導入
　消費者被害救済のために消費者契約法には消
費者団体による訴訟制度ありますが、これが特
商法の中にも導入されました。

２）訪問販売協会の補償業務の強化
　協会加盟の会員業者からクーリングオフによ
る既払い金が戻されない、合意解約したのに返
金されないなどのトラブルが発生した時には協
会が消費者に補償することになりました。
　また、今回の改正で金融商品取引法などに既
に導入されている適合性の原則が一部、取り入
れられました。高齢者など判断能力が不足して
いることを知っていながら契約をさせた場合に
も指示対象行為の範囲であり、解約や取り消し
などの民事的効果にまでは、及びませんでした。



　㈱日本政策金融公庫（国民生
活事業）（以下「日本公庫」と
表記）を訪ね、生活衛生部門長
の中村常務取締役にお話しを
伺った。
　日本公庫は、旧国民生活金融
公庫の融資機能を承継し、平成
20年10月にスタートした。生活
衛生同業組合、生活衛生営業指
導センターなどと密接に連携
し、生活衛生関係営業者に対し
て、生活衛生貸付などを通して
衛生水準の維持・向上を支援し
ている。
　全国152の支店において、融
資のほか経営に関するアドバイ
スや情報提供を行い、地域の身
近な金融機関として、生活衛生
関係営業者からも揺るぎない信
頼を得ている。

■ 生活衛生関係営業の各業種に
幅広く融資

　生活衛生貸付は、飲食店営業

や美容業、理容業、クリーニン
グ業など生活衛生関係営業の各
業種に幅広く利用されており、
融資先企業数は11万企業に及ん
でいる。
　融資先は、従業者４人以下の
事業者が大半で、融資先の約８
割が個人企業であり、１企業あ
たりの平均融資残高も500万円
程度と小額であることが特徴で
ある。
　近年における生活衛生関係営
業は、消費マインドの低迷など
を背景として、経営環境の厳し
さが強まり、新たな設備投資に
慎重になる一方、資金繰りの面
から運転資金に対するニーズが
高まる傾向が見られるという。
　こうした状況を踏まえ、日本
公庫は、平成21年度においても、
政府の経済危機対策による融資
制度の拡充や新型インフルエン
ザの影響を受けた旅館業、飲食

店営業及び喫茶店営業を対象と
した「衛生環境激変対策特別貸
付」の実施など、生活衛生分野に
おけるニーズに即した資金提供
を迅速かつ的確に実施している。

■ より利用しやすい制度を目指して
　日本公庫は、生活衛生関係営
業の振興・発展のため、事業者
の視点に立ったサービスの提供
に努めているが、一方で、生活
衛生貸付制度は利用実績の急激
な減少という問題に直面してお
り、生活衛生貸付の融資実績は
５年前と比べて半分近くまで減
少している。
　中村生活衛生部門長は「生活
衛生貸付制度は、経営基盤の脆
弱な生活衛生関係営業に不可欠
な融資制度として機能してきま
したが、今後とも生活衛生関係
営業の皆さまにより有効に活用
していただくために、見直すべ
きものがあれば積極的に見直し
をしていく考えです」と語る。
　この点に関して、厚生労働省
では昨年４月から４回にわたり

「今後の生活衛生関係営業の振
興に関する検討会」が開催され、
都道府県生活衛生営業指導セン
ターの運営のあり方、生活衛生
貸付制度の利用促進、生活衛生
同業組合の活動の促進等につい
て集中的な検討が行われ、８月
には中間報告が公表された。そ
の中で、生活衛生貸付制度につ
いて、提出書類等の簡素化、生
活衛生改善貸付（衛経）の手続

日本政策金融公庫（国民生活事業）を訪ねて
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東京都千代田区大手町１−９−３
（株）日本政策金融公庫　常務取締役
　　生活衛生部門長　中村　吉夫
 U R L　http://www.k.jfc.go.jp/
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飲食店営業・喫茶店営業・食肉販売業・氷雪販売業・理容業・美容業・
興行場営業・旅館業・浴場業・クリーニング業など
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▼生活衛生関係営業の皆さまを支援する仕組み



の改善、振興事業貸付の充実等
の提言が盛り込まれた。
　中村生活衛生部門長は「日本
公庫としては、生活衛生貸付制
度が生活衛生関係営業の皆さ
まにより一層利用しやすいも
のとなるよう、提言の趣旨に
沿った制度面・運用面の改善を
図っていく考えです」と意気込
みを語る。

■ 生活衛生関係営業に関する
情報提供の取組

　日本公庫では、融資以外に情
報提供にも力を注いでいる。

「生活衛生関係営業の景気動向
等調査」は、生活衛生関係営業
16業種（3,220企業）を対象に
昭和59年（旧環境衛生金融公庫
時代）から継続して実施されて
いる調査で、生活衛生関係営業
の景気動向、設備投資動向及び
経営上の課題が把握できる全
国唯一の調査となっている。業
況の判断理由や経営面での取
り組みについては調査先企業
の生の声も収集しており、毎回
テーマが設定される「特別調
査」では、業種ごとの多様な側
面を浮き彫りにしている。調査
は四半期ごとに行われ、その結

果は公庫のホームページなど
を通して広く発信されている。
　また、「生活衛生関係営業活
性化調査」では、環境問題や地
域活性化に積極的に取り組む
企業、異業種や地元関係機関な
どと連携して様々な取り組み
を展開する元気な経営者やグ
ループを紹介するなど、先進的
な事例を生活衛生関係営業者
や業界に提供している。
　「生活衛生関係営業といって
も業種ごとの状況は異なるの
で、業種ごとに丹念に現状を把
握することが重要だと考えて
います。そうすることで、本当
に求められているサービスの
向上を図ることができるので
す。日本公庫が発信した情報
が、生活衛生関係営業の皆さま
の様々な課題の解決や経営改
善のお役に立てば幸いです」と
中村生活衛生部門長は語る。

■新年度に向けて
　最後に、平成22年度に向けて
の抱負をお話しいただいた。
　「融資面では、平成21年度第
２次補正予算の成立を受け、設
備資金の利用者に対する融資
後２年間の貸付利率の低減（低

減利率0.5％）やセーフティネッ
ト貸付の雇用維持・拡大にかか
る金利引下げ措置の拡充（引下
げ利率を0.1％から0.2％に拡充）
などの支援策を２月中旬から
実施しています。４月以降は、
これまでに実施してきた各種
支援策の取り扱い期限の延長
に加え、振興事業貸付における
特別利率対象品目の拡充など
も実施する予定です。既往のご
融資の負担を軽減する観点か
ら、返済条件の緩和等について
も、より一層親身に、できる限
り個々の実情に応じた柔軟な
対応を図ります。
　こうした改善措置が有効に
活用されるよう、組合やセン
ターで制度説明会を開催され
る場合には、支店からご説明に
伺いますので、最寄りの支店に
お声をかけていただければと
思います。金融面からの支援に
留まらず、これまで培った経営
支援や財務アドバイスの知識
や経験も存分に活用し、情報提
供サービスなども一層の充実
を図り、役職員一丸となって万
全の態勢で生活衛生関係営業
の皆さまをサポートしていき
たいと考えております」。

生活衛生関係営業の頼れるパートナー
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＊融資制度など、くわしくは、日本政策金融公庫各支店（国民生活事業）までお気軽にお問合せください。（http://www.k.jfc.go.jp/）

【調　査】◦生活衛生関係営業の景気動向等調査（年４回）
　　　　　◦生活衛生関係営業活性化調査（年１回）
　　　　　　　・平成20年度「連携で切り拓くビジネスチャンス」
　　　　　　　・平成19年度「町と生きる　町を活かす」
【情報誌】◦「生活衛生だより」（季刊）

▼生活衛生関係営業の調査・情報誌

（景気動向等調査）（活性化調査）（生活衛生だより）
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商
店
街
が
シ
ャ
ッ
タ
ー
通
り

に
な
っ
て
い
る
街
が
全
国
に
あ

る
。
テ
レ
ビ
番
組
で
、
あ
る
町

の
商
店
街
で
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
閉

め
た
店
舗
や
倉
庫
を
借
り
、
専

門
書
の
古
本
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
販
売
し
て
い
る
会
社
が
紹

介
さ
れ
た
。
社
長
は
東
京
在
住

だ
が
、
地
代
が
安
い
地
方
に
着

目
し
て
開
業
し
た
と
い
う
。

　

シ
ャ
ッ
タ
ー
通
り
を
歩
く
と

気
持
ち
が
沈
ん
で
し
ま
う
が
、

一
軒
で
も
シ
ャ
ッ
タ
ー
が
上
が

れ
ば
街
に
活
気
が
出
て
く
る
。

不
景
気
だ
か
ら
し
か
た
な
い
、

大
型
店
に
勝
て
る
わ
け
が
な

い
、
な
ど
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
思

考
を
捨
て
な
け
れ
ば
一

歩
も
踏
み
出
せ
な
い
だ

ろ
う
。
一
軒
の
店
の
力

は
小
さ
い
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
商
店
街

を
一
つ
の
デ
パ
ー
ト
と

考
え
、
各
店
舗
が
力
を

出
し
合
っ
て
コ
ラ
ボ

レ
ー
ト
す
れ
ば
新
し
い

道
も
開
け
て
く
る
だ
ろ

う
。

　

犯
罪
の
温
床
に
な
っ
て
い
た

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
地
下
鉄
は
、

駅
や
電
車
を
き
れ
い
に
し
て
快

適
な
空
間
に
生
ま
れ
変
わ
っ

た
。
同
じ
よ
う
に
、
商
店
街
も

シ
ャ
ッ
タ
ー
を
上
げ
て
街
が
息

づ
く
工
夫
を
す
れ
ば
、
人
が

集
っ
て
賑
わ
い
を
取
り
戻
し
、

子
ど
も
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
み

ん
な
の
笑
顔
が
見
ら
れ
る
だ
ろ

う
。
そ
こ
に
は
陽
気
に
生
き
る

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
が
育
ち
、
一

人
ひ
と
り
が
持
っ
て
い
る
宝
も

輝
き
だ
す
に
ち
が
い
な
い
。

人
や
物
を
活
か
す

　
　

術
を
江
戸
人
に
学
ぶ



ほっと　ブレイク

　

世
間
で
は
早
く
も
夏
の
参
院

選
の
話
題
で
も
ち
き
り
だ
が
、

今
、
関
西
地
方
の
あ
る
都
市
に

住
む
私
の
周
り
で
「
選
挙
」
と

い
え
ば
「
小
学
校
Ｐ
Ｔ
Ａ
の
来

年
度
本
部
役
員
選
挙
」を
さ
す
。

校
区
内
、
４
つ
の
町
内
会
に
在

籍
す
る
保
護
者
数
に
応
じ
て
決

め
ら
れ
た
定
員
を
め
ぐ
っ
て
、

熾し

烈れ
つ

な
選
挙
戦
が
展
開
す
る
の

は
国
政
選
挙
と
同
じ
だ
が
、
大

き
く
違
う
の
は
、
当
選
し
な
い

た
め
に
努
力
を
惜
し
ま
ぬ
点
だ
。

　

子
ど
も
が
お
世
話
に
な
っ
て

い
る
学
校
運
営
に
少
し
で
も
力

に
な
り
た
い
気
持
ち
は
皆
同
じ

だ
が
、
仕
事
や
家
事
に
追
わ
れ

る
「
い
っ
つ
も
か
あ
さ
ん
」
た

ち
に
と
っ
て
、
会
議
ひ
と
つ

と
っ
て
も
時
間
の
捻
出
は
一
苦

労
。
家
を
空
け
る
段
取
り
も
必

要
で
、
早
め
の
夕
食
準
備
に
、

未
就
学
児
が
い
れ
ば
「
お
ば
あ

ち
ゃ
ん
保
育
」
を
頼
み
‥
日
々

の
生
活
を
優
先
し
た
い
の
も
皆

同
じ
な
の
だ
。

　

本
部
役
員
が
当
た
る
の
は
６

年
生
児
童
の
保
護
者
だ
が
、
選

挙
準
備
は
入
学
し
た
時
点
で
始

ま
っ
て
い
る
。
５
年
生
ま
で
の

５
年
間
に
、
学
級
ご
と
に
選
出

す
る
文
化
委
員
や
広
報
委
員
な

ど
を
３
回
、
務
め
た
者
は
本
部

役
員
を
免
除
さ
れ
る
と
い
う
規

定
が
あ
る
た
め
だ
。
兄
弟
で
在

籍
し
て
い
る
場
合
、
ど
ち
ら
の

ク
ラ
ス
で
立
候
補
し
た
方
が
当

選
し
や
す
い
か
と
か
、
忙
し
い

の
で
競
争
率
が
低
い
広
報
委
員

で
妥
協
す
る
か
な
ど
、
緻
密
な

計
算
で
「
勝
ち
」
を
重
ね
、
学

校
行
事
の
た
び
に
か
り
出
さ
れ

る
‥
と
い
う
〝
お
つ
と
め
〟
を

通
算
３
年
間
果
た
し
た
者
は
、

本
部
役
員
の
「
辞
退
権
」
を
得

る
。
不
思
議
な
言
葉
だ
が
、
言

い
得
て
妙
だ
。

　

こ
う
し
て
運
（
要
領
？
）
悪

く
辞
退
権
を
取
れ
な
か
っ
た
者

が
、
本
部
役
員
の
候
補
者
と
な

り
、
投
票
に
よ
っ
て
決
ま
る
。

「
情
報
を
制
す
る
者
は
選
挙
を

制
す
る
」、
こ
れ
が
鉄
則
。「
親

を
介
護
し
て
い
る
」「
通
院
中
」

と
い
っ
た
情
報
を
自
ら
ア
ピ
ー

ル
し
、
生
活
の
大
変
さ
を
訴
え

る
人
、
ス
ピ
ー
カ
ー
と
呼
ば
れ

る
人
に
手
を
回
し
、「
あ
の
人
、

大
変
ら
し
い
よ
」
と
噂
を
流
し

て
も
ら
う
と
い
う
ス
ゴ
技
を
使

う
人
も
い
る
。

　

い
よ
い
よ
危
な
く
な
っ
た

ら
、
複
数
の
友
達
に
頼
ん
で
特

定
の
人
に
投
票
し
て
も
ら
い
、

票
を
固
め
る
と
い
う
作
戦
や
、

日
ご
ろ
か
ら
気
に
食
わ
な
い
児

童
の
保
護
者
に
投
票
す
る
と
い

う
憂
さ
晴
ら
し
も
、
立
派
な
１

票
の
使
い
道
で
、
も
は
や
一
種

の
祭
り
状
態
。

　

ほ
と
ん
ど
の
６
年
生
保
護
者

が
〝
ご
辞
退
〟
し
、
５
年
生
保

護
者
が
繰
り
上
げ
当
選
と
い

う
、
泣
く
に
泣
け
な
い
番
狂
わ

せ
が
起
き
る
年
も
あ
る
。
し
か

し
意
外
に
も
当
選
者
は
熱
意
を

も
っ
て
Ｐ
Ｔ
Ａ
活
動
に
打
ち
込

み
、
年
度
末
に
発
行
さ
れ
る
Ｐ

Ｔ
Ａ
会
報
に
は
必
ず
「
や
っ
て

よ
か
っ
た
」「
皆
さ
ん
に
感
謝
」

の
言
葉
が
並
ぶ
。
あ
る
本
部
経

験
者
は
「
一
致
団
結
し
て
達
成

感
を
味
わ
う
の
は
高
校
の
体
育

祭
以
来
」と
話
し
て
お
ら
れ
た
。

う
〜
ん
、
そ
の
通
り
か
も
。

　

さ
て
新
６
年
生
の
娘
が
い
る

我
が
家
、
し
っ
か
り
辞
退
権
は

確
保
済
み
。
だ
か
ら
の
ん
気
に

こ
ん
な
原
稿
を
書
い
て
い
ら
れ

る
の
だ
が
、
次
は
中
学
生
の
息

子
の
バ
ス
ケ
ッ
ト
部
保
護
者
会

役
員
選
挙
が
控
え
て
い
る
。
こ

ち
ら
は
Ｐ
Ｔ
Ａ
と
違
い
、
試
合

の
た
び
に
駆
け
つ
け
て
は
「
オ

リ
ジ
ナ
ル
応
援
歌
」
を
歌
う
テ

ン
シ
ョ
ン
の
高
さ
に
つ
い
て
い

け
な
い
と
い
う
、
ま
た
違
っ
た

苦
労
が
。
バ
ス
ケ
の
ル
ー
ル
も

よ
く
分
か
ら
な
い
と
い
う
の
に

‥
！
気
を
抜
け
な
く
も
、
ど
こ

か
祭
り
気
分
が
楽
し
い
春
で
あ

る
。

（
フ
リ
ー
ラ
イ
タ
ー

佐
藤　

カ
ヲ
ル
）
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いっつもかあさん、ときどきライター

Ｐ
Ｔ
Ａ
役
員
選
挙

　
“
ご
辞
退
”狂
騒
曲
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